
1

会 議 録

第３回 和光市介護保険運営協議会

開催年月日・召集時刻 平成２７年１月８日（木）午後３時００分

開 催 場 所 和光市役所議会等３階 全員協議会室

開催時刻 午後３時００分 閉会時刻 午後３時４０分

出 席 委 員 事 務 局

菅野 隆 保健福祉部長 東内 京一

金子 正義 長寿あんしん課長 亀井 誠

田中 公美 福祉政策課長 阿部 剛

千葉 洋平 長寿あんしん課課長補佐 平川 一朗

臺信 澄子 長寿あんしん課介護福祉担当

佐藤 松子 統括主査 堀江 和美

大西 康之 主 任 中根 亮

金子 好亘 主 事 青木 順子

富岡 武光

木暮 晃治

亀田 勝枝

欠 席 委 員

津川 知子

平内 紀子

松根 洋右

荻野 比登美

備

考

会議録作成者氏名 中根 亮
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会 議 内 容

事務局

東内保健福祉部長

事務局

東内保健福祉部長

事務局

菅野会長

定刻となりましたので、ただいまから、平成２６年度第３回和光市

介護保険運営協議会を始めさせていただきます。 本日は、お忙しい

中、委員の皆様におかれましては、ご出席いただきまして誠にあり

がとうございます。

議事に入る前に、本日の資料の確認をさせていただきます。

（資料確認）

資料の不足がある方は挙手をお願いします。（なし）

開会にあたりまして、東内保健福祉部長よりご挨拶を申し上げます。

あらためまして、明けましておめでとうございます。本年もよろし

くお願いいたします。年明け早々の上、夕方からのご参集というこ

とで、心から感謝申し上げます。

本日は第５期長寿あんしんプランの終盤にかけての修正ということ

で、忌憚のないご意見をいただければと思います。

衆議院選挙も終わり、消費税延期もある中、子ども・子育てについ

ては予定どおりの財源が確保でき、医療・介護については一部先送

りという観点と、介護報酬の低減方向ということで改定が打ち出さ

れております。

そういった中で、和光市としては独自施策とともに、医療・介護の

連携を含めた地域包括ケアを進めてまいりますので、本年もどうぞ

よろしくお願い申し上げます。

運営協議会に対しまして市長から諮問をさせていただきます。本来

であれば、市長から会長に諮問書をお渡しすべきところですが、本

日市長が公務のため不在ですので、東内保健福祉部長が代理で行い

ます。

東内部長（「諮問書」を読み上げ会長に渡す。）

それでは、議事進行につきましては菅野会長にお願いしたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。

ただいまから、平成２６年度第３回和光市介護保険運営協議会を開
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事務局

菅野会長

事務局

会いたします。

まず、本日の委員の出席状況について事務局から報告願います。

本日の出席委員は、委員１５名中で１１名です。和光市介護保険条

例第２０条第２号に規定されている委員の過半数の要件を満たして

おります。

本日の協議会につきまして、和光市介護保険条例第２０条第２号に

規定されている委員の過半数の要件を充足しておりますので、会議

は成立となります。

それでは、ただいま諮問がありましたので、これに基づき議事に入

ります。

まず、議事録署名人を指名させていただきます。名簿順でございま

すが、臺信 委員、佐藤 委員、議事録の署名をお願いします。

それでは、諮問事項１「第５期和光市介護保険事業計画に基づく地

域密着型サービス基盤整備（南エリア）」について、事務局より説

明をお願いします。

なお、諮問事項１につきましては、地域密着型サービス運営部会と

しての諮問事項となります。

それではご説明させていただきます。

お手元に配布いたしました資料No.1をご覧ください。第５期和光市

介護保険事業計画において整備予定となっておりました、南エリア

の低額家賃によるサービス付き高齢者向け住宅に、定期巡回・随時

対応型訪問介護看護サービスの併設型施設を整備するということで

規定しておりましたが、第６期介護保険事業計画に承継するものと

なります。整備事業延期の理由等をご覧ください。平成２５年９月

に事業者公募を実施しましたが、南エリアでは応募者が無かったた

め、平成２５年１１月７日の平成２５年度第２回介護保険運営協議

会において、事業者選定方法を「公募による選定」から「随意選定

に変更する点、かつ地域包括ケアシステムの構築を念頭に置いた子

ども・子育てに関する事業所の併設の提案があった事業者を優先す

るという点について、承認を得ております。しかし、承認後に介護

施設もしくは保育園の整備実績のある事業者に対し誘致交渉を進め

るとともに、市も事業用地に関する調査を進めておりましたが第、

５期期間中の整備・着手が困難となったため、第６期計画に承継す
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事務局

菅野会長

事務局

菅野会長

事務局

菅野会長

るものとします。

第６期計画における整備計画の方向性としましては、定期巡回・随

時対応型訪問介護看護を併設する低額家賃のサービス付き高齢者向

け住宅として、第６期長寿あんしんグランドデザインに記載する予

定でございます。

資料１の別紙としてお付けしたリストをご覧いただければと思いま

す。定員は２９名ということで承継いたします。以上です。

事務局からの説明が終わりました。皆様からの質問をお願いします。

これは第５期計画と若干異なった形で承継するのでしょうか。

基本的にはそのまま第６期に承継します。

これだけ公募しても中々事業者が見つからないのでは、承継しても

めどが立ちにくいのではないですか。

第５期において選定に至らなかった背景について、簡単にご説明さ

せていただきます。先ほど議案の説明の中でもございましたが、最

初に公募をかけた時に集まらなかったため、広域的に事業を展開し

ている大手事業者から建設事業者や市内中に展開している開発事業

者まで参入意向の確認をしました。ただ、今回の公募は事業者が自

ら用地を準備して整備するということで、そもそも事業用地が見つ

からなければ整備が困難であるとともに、建築物価の高騰やスタッ

フが確保できなかったり、工期の問題などもあり、事業者と土地の

所有者とのマッチングがうまくいかなかったところがあります。た

だ、現在も参入意向調査は続けております。基本的には公募内容で

の整備をお願いすることとなりますが、場合によってはまずは低額

家賃のサービス付き高齢者向け住宅を整備していただいて、その他

の部分については順次整備を進めていくといった方向性も視野に入

れながら進めていきたいと考えております。

他に質問等はございませんか。

それでは、採決を行います。

諮問事項１「第５期和光市介護保険事業計画に基づく地域密着型サ

ービス基盤整備（南エリア）」について、原案のとおり承認するこ

とについて、ご異議ございませんか。
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各委員

菅野会長

事務局

菅野会長

金子正義委員

事務局

東内保健福祉部長

菅野会長

各委員

（異議なし）

異議がないので、承認します。

それでは、次に移ります。

承認事項１「和光市中央地域包括支援センターの位置変更につい

て」、事務局より説明をお願いします。

なお、承認事項１につきましては、地域包括支援センター運営部会

としての承認事項となります。

それでは資料No.2をご覧ください。

和光市中央地域包括支援センターの位置変更について、現在は大和

新倉市街地住宅の２階にありますが、受託している株式会社愛和よ

り、利用者の利便性を図るため、エレベーター機能のない事務所か

ら同機能のある事務所へ移転の申し出があったことから、和光市地

域包括支援センターの設置及び運営に関する規則第２条に規定する

事業者の所在地を変更するものであります。所在地につきましては、

「和光市本町１５－３５ 大野ビル２階」になります。電話番号につ

いては変更はなく、移転日は平成２７年１月１０日を予定しており

ます。別紙として地図をご用意しております。

以上になります。

事務局からの説明が終わりました。皆様からの質問をお願いします。

事務所の中身、部屋の大きさ等はどのように変更するのでしょうか。

現在の機能は維持できる内容となっております。

現在の事務所は店舗などと併設したパーテーション形式となってお

りますので、相談機能などはよりしっかりしたものとなります。

他にご意見等はございませんか。

ないようですので採決を行います。承認を求める事項１「和光市中

央地域包括支援センターの位置変更について」、承認することにつ

いて、ご異議ございませんか。

（異議なし）
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菅野会長

事務局

菅野会長

異議がないので、承認します。

その他事務局からありますか。

本日ご承認いただきました南エリアの整備計画につきましては、１

月１６日開催を予定しております第６期長寿あんしんプラン策定会

議において計画反映させていただきたいと思います。

また、次回の第４回運営協議会は２月３日を予定しておりますので、

後日実施通知を送らせていただきます。

議題としましては、平成２７年度当初予算、介護保険事業計画の承

認等を予定しております。

それでは、これで平成２６年度第３回介護保険運営協議会を閉会さ

せていただきます。ありがとうございました。

≪ 閉 会 ≫

議事録署名人

印

印


